
第１次薩摩川内市総合計画基本構想の主な変更概要 

 

平成２２年３月 

企 画 政 策 課 

１．策定方針 

 

下記の策定方針に基づき，基本構想の一部変更及び下期基本計画を策定。 

 

①薩摩川内市まちづくり計画を踏まえた計画 

②「情報の共有」・「協働」・「参画」の実践により，つくる過程を大切にし

た計画 

③これまでのまちづくりに対する振り返りを踏まえた計画 

④都市文化ゾーン，田園文化ゾーン，海洋文化ゾーンの振興方向の具体化 

⑤外部環境の急激な変化を踏まえた計画 

 

２．変更の概要 

≪序論≫ 

第１章 

 第１節 計画策定の趣旨 

 

社会経済情勢の急激な変化に弾力的に対応するため，基本構想の一部を変

更するとともに，下期基本計画を新たに策定する旨を明記。 

 

第２章 

 第１節 我が国の社会経済情勢と薩摩川内市の現状と課題 

１ 我が国の社会経済情勢 

 

○世界的な金融危機による「経済の危機」 

○人口減少や少子高齢化社会の到来による「構造的な危機」 

○「新政権の誕生」による大きな転換期 

 

２ 薩摩川内市の現状と課題（中間的総括） 

    

○主な取り組み実績，市町村合併及びまちづくりに対する総合的な市民

の評価，主な現状と課題について記述し，今後の主な重要課題及び次

世代の礎となる戦略テーマについての認識を記述 
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○人口減少について，平成２２年には１０万人を割り込み，平成３７年

には９万人を割り込むことも推計されることを明記 

○「原子力発電所３号機」及び「産業廃棄物管理型最終処分場」の現状

について明記 

 

 第２節 総合計画の策定に向けた基本的考え方 

 

総合計画の策定に向けた基本的考え方として，５つの視点から整理。 

 

①協働・参画によるまちづくりの推進  

②“地域力”を育む体制の強化 

③“都市力”の強化による定住自立圏の創出 

④シティセールスの推進による“交流活力”の創出 

⑤経営力の高い自立した市政の推進 

 

 第３節 総合計画の策定方針 

 

基本構想の一部変更及び下期基本計画の策定方針を明記。 

 

第３章 総合計画における重点的取組 

   

「協働・参画」，「安心・快適」，「活力・交流」，「人材・組織育成」，「スピ

ード・品質」の５つのキーワードに係る２７項目を今後の重点的取組として

明記。 

 

≪基本構想≫ 

第１章 計画の目標 

 第３節 市域の構成イメージ 

 

ゾーンごとの振興方向において，各ゾーンの特性，将来像のイメージ，

施策の展開方針を明記することで具体化。 

 

第２章 施策の基本方針 

 

第１節 コミュニティを活かし地域力を育むまちづくり 

○市，地区コミュニティ協議会及び自治会の連携及び協力により，住み
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慣れた地域に安心して住み続けられるよう，市民相互の連携や高齢者

の有する豊富な経験，知識や技能と各地域の個性や資源を活かし，地

域住民がいきいきと活躍し，一人ひとりが光り輝く地域（“活力と豊か

さを感じるゴールド集落”）づくりに取り組む旨を明記 

○自治会への加入率を高めるための取組を進める旨を明記 

 

第２節 健康で共に支え合うまちづくり 

○地域の中核病院や甑島地域の診療所の医師・医療従事者の確保に取り

組む旨を明記 

○保育園の待機児童解消のための保育定数の見直し，認定子ども園の開  

設，放課後児童クラブの開設について明記 

○子ども医療費助成制度の実施について明記 

 

第３節 地域の特色を活かした教育・文化のまちづくり 

○薩摩川内市教育振興基本計画を策定し，薩摩川内らしい教育を推進す

る旨を明記 

○小・中学校の適正規模化等，より望ましい教育環境の整備に努める旨

を明記 

○スポーツ合宿の誘致について明記 

 

第４節 誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり 

○戸別受信機全戸配置を進める旨を明記 

○消防庁舎等の防災拠点施設の計画的な整備について明記 

 

第５節 地域力を発揮し産業活力を創出するまちづくり 

○薩摩川内ブランドの確立による持続的に発展可能な薩摩川内経済圏の

創出 

○第 1 次薩摩川内市農業振興基本計画に基づく認定農業者や集落営農組

織の育成等について明記 

○新エネルギーに代表される新規成長分野を中心に企業誘致を推進する

とともに，その基盤となる工業団地整備の推進を図る旨を明記 

○魅力的な地域資源のネットワーク化による地域連携型観光圏の創出 

 

第６節 都市力を創出するまちづくり 

○「集約とネットワーク」の考え方に基づく薩摩川内市定住自立圏の創

出 
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○効率的で利用しやすいコミュニティバスの運行やデマンド交通（事前

予約型乗合タクシー）等の導入を推進する旨を明記 

○川内甑島航路の開設を目指すとともに，同航路の開設を見据え川内港

と川内駅との交通アクセスの向上を図る旨を明記 

 

第７節 みんなで進める市民参画のまちづくり 

○自治基本条例に基づくまちづくりの推進 

 

第８節 持続可能な行財政運営の推進と政策形成能力の向上による 

まちづくり 

○「市政改革大綱（第２次）」の推進  

○「中長期財政運営指針」に基づく健全で安定的な財政運営の推進  

 

 

 

 


